
(様式第 14 号) 令和６年度 就学援助費支給方法申出書及び誓約書

就学援助が認定された場合、就学援助費は下記の方法により支給してください。

記

１．給食費の支給方法について

給食センターに支払われることを了承します。

※認定があるまでは、口座振替又は申出による児童手当からの差引きによる納付になり

ます。認定後は、納付した分が給食センターから還付となります。

※令和５年度に就学援助を受けていた方、令和６年３月に新入学児童学用品費の入学前

支給を受けた方は、認定まで納付が猶予されます。ただし、認定を受けられなかった場

合は、４月に遡って納付することになります。

２．その他の援助費について

下に指定する保護者口座に振り込んでください。

ただし、学校納付金に未納がある場合は、学校指定の口座に支払われても異存はあ

りません。

【保護者振込口座】※必ずご記入ください。

（注）通帳の写し（銀行名、支店名、預金種別、口座番号、口座名義カナが分かる部分）

を添付してください。

※昨年度の振込口座と変更がない場合は、通帳の写しは不要です。ただし、同じ口座

でも名義が変わった場合は、通帳の写しを添付してください。

年 月 日（※提出日をご記入ください）

住 所

申出者（保護者）氏名 ㊞

児童生徒氏名 学校 年

学校名 学年

学校 年

学校 年

学校 年

学校 年

日向市長・日向市会計管理者 様

日向市教育委員会 様

金 融 機 関 名 支 店 名 預金種目 口 座 番 号
フ リ ガ ナ

口 座 名 義


